
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更 

 

令 和 ３ 年 ９ 月 ９ 日 

新型コロナウイルス感染症 

対  策  本  部  長 

 

 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）第 32 条

第１項の規定に基づき、令和３年４月 23 日、新型コロナウイルス感染症緊急

事態宣言をしたところであるが、下記のとおり、緊急事態措置を実施すべき

期間を延長するとともに区域を変更することとし、令和３年９月 13 日から

適用 することとしたため、同条第３項の規定に基づき、報告する。 

 

記 

 

 

１．緊急事態措置を実施すべき期間 

令和３年４月 25 日（沖縄県については、同年５月 23 日、東京都につ

いては、同年７月 12 日 、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府につい

ては、同年８月２日 、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫

県及び福岡県については、同月 20 日 、北海道、岐阜県、愛知県、三重

県、滋賀県及び広島県については、同月 27 日）から９月 30 日まで とす

る。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められると

きは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第５項の規定に基

づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 

２．緊急事態措置を実施すべき区域 

北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫

県、広島県、福岡県及び沖縄県 の区域とする。 

３．緊急事態の概要 

  新型コロナウイルス感染症については、 

  ・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相 

   当程度高いと認められること、かつ、 

  ・都道府県を越えて感染が拡大し、又はまん延しており、それに伴い 

   医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生じてきていることから、 

国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、

全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を

及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。 
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愛知県では、８月２７日から緊急事態宣言による緊急事態措置に

より、新型コロナウイルス感染症の第５波の克服に向けて、感染防

止対策に取り組んでまいりました。 

しかし、１日の新規陽性者数は１，０００人を超える水準が続き、

入院患者数も急激に増加して９月２日には１，０００人を超えるな

ど、医療提供体制は、大変厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、本日、９月１３日から９月３０日までの  

１８日間、緊急事態宣言の期間延長を決定しました。 

このため、今一度、飲食店等に対する休業・営業時間短縮要請、

イベントの開催制限など、感染防止対策の徹底をお願いいたします。 

また、医療提供体制については、新たに「愛知入院待機ステーショ

ン」を開設するとともに、宿泊療養施設を順次新設するなど、引き

続き、万全の体制を確保してまいります。 

さらに、感染症まん延防止の切り札である新型コロナワクチン接

種については、市町村の集団接種・個別接種に加え、県の大規模集

団接種、企業等の職域接種などにより、１日でも早く、１人でも多

くの方にワクチン接種を受けていただけるよう、引き続き、全力で

取り組んでまいります。 

オール愛知一丸となって、新型コロナウイルス感染症の第５波を

克服し、安心な日常生活と活力ある社会経済活動を取り戻していく

ことができるよう、ご理解とご協力をいただきますようお願いいた

します。 

 

１ 実施区域 愛知県全域 

２ 延長期間 ９月 13日（月）から９月 30日（木）までの 18日間 

３ 要請事項 別紙「愛知県緊急事態措置」にご協力をお願いします。 

 

２０２１年９月９日 
愛知県知事 大 村 秀 章 

「緊急事態宣言」の期間延長にあたり 

県民・事業者の皆様へのメッセージ 


























